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廃プラスチックの資源循環高度化事業
令和３年度補正予算案額 46.0億円

産業技術環境局 資源循環経済課

事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ

事業目的・概要

⚫あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、
付加価値の最大化を図る循環経済（サーキュラー・エコノ
ミー）への移行に向けた動きが世界的な潮流となりつつある
中で、海洋プラスチックごみ問題を契機として、廃プラスチック
の資源循環の高度化への取組が急務となっています。

⚫我が国では、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する
法律（令和３年法律第60号。以下「プラスチック資源循環
促進法」という。）」が成立し、自主的な取組を基本としつつ、
あらゆる主体におけるプラスチック資源循環の取組を促進す
るための措置を講じることとしました。

⚫本事業では、企業の意欲的な取組を後押しするため、廃プ
ラスチックの資源循環の高度化に資する取組を支援すること
を通じて、民間企業による廃プラスチックの高度な資源循環
の自律的取組への移行を実現します。

廃プラスチックの資源循環高度化事業

⑴ プラスチック使用製品の設計・製造に当たって、環境配慮設計に
取り組む企業の設備投資等を支援します。

（例）プラスチック資源循環促進法のプラスチック使用製品設計指
針への適合を目指して設備の導入等を行い、従来の環境配慮
設計に比べて先進的なプラスチック使用製品の設計・製造を実
施する。

⑵ ワンウェイプラスチックの製造・提供に当たって、ワンウェイプラスチッ
クの使用の合理化に取り組む企業のための実証や設備投資等を
支援します。

（例）ワンウェイプラスチックの薄肉化、軽量化、原材料の種類の工
夫等を目指して設備の導入等を行い、プラスチック資源循環促
進法の判断基準に係る目標の達成に資するワンウェイプラスチッ
クの製造・提供を実施する。

⑶ 廃プラスチックの高度選別及び高度なリサイクル技術を実証する
ために必要となる設備投資等を支援します。

（例）これまでは焼却や埋立て処理をしていた廃プラスチックをリサイ
クルするために設備の導入等を行い、高度選別や基礎化学品へ
のリサイクル（ケミカルリサイクル）又は高物性再生材へのリサイ
クル（マテリアルリサイクル）を実施する。

国 民間企業等

定額補助

成果目標

⚫ 2030年度までに、プラスチックの資源循環に係る施策についての

2030年度のマイルストーン及び温室効果ガス削減目標の達成

に貢献するとともに、サーキュラー・エコノミーのビジネスモデルの構

築・横展開を実現します。

民間団体等

補助（1/2等）

＜プラ使用量削減＞ ＜木製カトラリー＞

委託（⑵の一部）

＜竹製歯ブラシ＞

出展：
コカ・コーラ、
サントリー、

伊藤園

＜軽量化の例＞
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＜付け替えボトル＞ ＜詰替パウチ＞



「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の概要

【市区町村の分別収集･リサイクル】…  住民によるプラスチックの分別排出

【製造・販売事業者等の自主回収・リサイクル】…  プラスチック製品の店頭回収

【排出事業者の排出抑制・リサイクル】…  オフィスや工場、店舗などが対象

✓ プラスチックの容器包装と製品の廃棄物等について、市区町村や事業者がプラス
チック資源として回収・リサイクルすることを促していく。

【ワンウェイプラスチックの使用の合理化】

✓ ワンウェイプラスチックの提供事業者（小売・サービス事業者など）が取り組むべ
き判断基準（消費者の意思確認の徹底、ポイント還元、代替素材への転換等）を策
定する。

設計
・
製造

【環境配慮設計指針】

✓ 製造事業者等が努めるべき環境配慮設計（軽量化、解体容易な設計、再生材利用
等）に関する指針を策定する。

✓ 特に優れた環境配慮設計については国が認定する。

販売
・
提供

排出
・
回収
・

リサイ
クル

第２０４回通常国会で成立
令和３年６月１１日公布
令和４年４月１日施行

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までのライフサイクル全般でプラス
チック資源循環の取組（3R+Renewable）を促進するための措置を講じる法律
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⚫ プラスチック使用製品の設計・製造に当たって、環境配慮設計に取り組む企業の設備投資等を支援し
ます。

（１）プラスチック使用製品の設計・製造段階に係る設備投資等への支援
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プラスチック使用製品設計指針に基づき設計・製造され、環境配慮設計であることを示すことができる製品対象：

※申請時に、従来品等と比較して、環境配慮設計となっていることを示す根拠書類を提出。（当該プラス
チック使用製品で取得している認証、準拠している基準やガイドライン等があれば併せて書類を提出。）

◆ プラスチック使用製品の設計に当たって、プラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべき事項及び配慮すべき主な事項は、以下のとおりです。
（※詳細はこちらを参照ください。）

https://plastic-circulation.env.go.jp/about/pro/seido


⚫ ワンウェイプラスチックの製造に当たって、ワンウェイプラスチックの使用の合理化に取り組む企業のための
実証や設備投資等を支援します。

（２）ワンウェイプラスチックの製造段階に係る設備投資等への支援

➢ 補助の対象となる製品等の範囲

●上記の対象製品以外のワンウェイプラスチックを製造するための事業

➢ 補助の対象にならない事業の例

対象製品 納入を想定している業種

①フォーク ②スプーン ③テーブルナイフ ④マドラー ⑤飲料用ストロー ⚫ 総合スーパー、百貨店
⚫ コンビニ、食料品スーパー、洋菓子店
⚫ ホテル、旅館
⚫ レストラン、喫茶店
⚫ フードデリバリー 等

⑥ヘアブラシ ⑦くし ⑧かみそり ⑨シャワーキャップ ⑩歯ブラシ

⚫ ホテル、旅館 等

⑪衣類用ハンガー ⑫衣類用カバー

⚫ 総合スーパー、百貨店
⚫ クリーニング店 等
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⚫ 廃プラスチックの高度選別及び高度なリサイクル技術を実証するために必要となる設計費、設備費、工
事費等を支援します。

⚫ 従前、焼却や埋め立てをしていた廃プラスチックをリサイクルするための設備導入を行い、高度選別や基
礎化学品へのリサイクル（ケミカルリサイクル）又は高物性再生材へのリサイクル（マテリアルリサイク
ル）する事業を対象といたします。

（３）廃プラスチックの排出・回収・リサイクル段階に係る設備投資等への支援

対象：①高度選別とリサイクルプロセスの両方を行う事業
対象：②リサイクル（マテリアル、ケミカル）プロセスを前提とした高度選別のみ又はリサイクル（マテリアル、ケミカル）

プロセスのみを行う事業
※いずれの事業も、事業内容がプラスチックや化学品として資源循環することが分かるよう記載するとともに、
高度選別又はリサイクルされた廃プラスチックの用途・想定する販売先や商談の状況（見込みも可）を
可能な限り具体的に記載してください。

➢ リサイクルフローにおいて補助の対象となるプロセスの範囲

本事業の対象
※廃プラスチックを集めるために必要となる費用
（調達、輸送等）は本事業の対象となりません。

排出 回収 選別
前処理

※

リサイクル（ケミカ

ル・マテリアル）
製品化

※前処理設備（粉砕設備、予熱設備等）については、廃プラス
チックのリサイクルへの寄与度を踏まえ判断。（寄与度が低いと
考えられる場合は対象外）



（３）廃プラスチックの排出・回収・リサイクル段階に係る設備投資等への支援

●廃プラスチックが資源として循環しない事業（例：高効率なプラスチック専焼熱回収装置）

→ 廃プラスチックがプラスチックや化学品として資源循環する事業として申請してください。

➢ 補助の対象にならない事業の例
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➢ 「高度選別」について

・どのような選別技術が高度か、との観点については以下を目安としてください。
①従前は人手によって行われていた選別作業を、AIやロボットを用いて自動化する選別技術。
②既存技術であってもプラスチック資源循環の促進を行うにあたっての課題を克服する選別技術（リサイクルプロセス
で発火する恐れのあるリチウムイオン電池を取り除く技術、リサイクル率の低下を招く禁忌品を取り除く技術 等）。

※審査においては、審査基準に則って「高度性」を総合的に評価しますので、上記以外の選別技術でも提案は可能です。

⚫ 廃プラスチックの高度選別及び高度なリサイクル技術を実証するために必要となる設計費、設備費、工
事費等を支援します。

⚫ 従前、焼却や埋め立てをしていた廃プラスチックをリサイクルするための設備導入を行い、高度選別や基
礎化学品へのリサイクル（ケミカルリサイクル）又は高物性再生材へのリサイクル（マテリアルリサイク
ル）する事業を対象といたします。


